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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

連結経営指標等 

  

 
(注) １ 当社は四半期連結財務諸表を作成していますので、提出会社の主要な経営指標の推移については記載してい

ません。 

   ２ 売上高には、消費税等は含めていません。 

３ 潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額は、潜在株式が存在しないため、記載していません。

  

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第63期

第２四半期連結
累計期間

第64期
第２四半期連結

累計期間

第63期
第２四半期連結

会計期間

第64期 
第２四半期連結 

会計期間
第63期

会計期間

自  平成21年
    ４月１日 
至  平成21年 
    ９月30日

自 平成22年
    ４月１日 
至  平成22年 
    ９月30日

自 平成21年
    ７月１日 
至  平成21年 
    ９月30日

自 平成22年 
    ７月１日 
至  平成22年 
    ９月30日

自  平成21年
    ４月１日 
至  平成22年 
    ３月31日

売上高 (百万円) 49,068 49,585 26,943 24,921 106,137 

経常利益 (百万円) 1,010 2,334 1,623 1,087 6,053 

四半期(当期)純利益 (百万円) 76 1,135 917 28 4,061 

純資産額 (百万円) ― ― 60,777 62,652 64,056 

総資産額 (百万円) ― ― 105,085 100,299 111,099 

１株当たり純資産額 (円) ― ― 606.00 624.78 636.25 

１株当たり四半期 
(当期)純利益金額 

(円) 0.82 12.14 9.80 0.31 43.40 

潜在株式調整後 
１株当たり四半期 
(当期)純利益金額 

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) ― ― 54.0 58.3 53.6 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 2,809 4,121 ― ― 6,701 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △415 △828 ― ― △6,308

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △4,107 △3,854 ― ― △3,142

現金及び現金同等物の 
四半期末(期末)残高 

(百万円) ― ― 9,118 7,015 7,839 

従業員数 (人) ― ― 7,694 7,757 7,807 
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当第２四半期連結会計期間において、当社グループ（当社および当社の関係会社）が営む事業の内容に

ついて、重要な変更はありません。また、主要な関係会社に異動はありません。 

  

  

当第２四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

  

  

(1) 連結会社の状況 

 
(注) １ 従業員数は就業人員数（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの

出向者を含む。）であり、臨時従業員数は［ ］に当第２四半期連結会計期間の平均人員を外数で記載して

います。 

   ２ 臨時従業員には、季節工、パートタイマーおよび嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いています。 

  

  

(2) 提出会社の状況 

 
(注) １ 従業員数は就業人員数（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であり、臨時

従業員数は［ ］に当第２四半期会計期間の平均人員を外数で記載しています。 

   ２ 臨時従業員には、季節工、パートタイマーおよび嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いています。 

  

  

２ 【事業の内容】

３ 【関係会社の状況】

４ 【従業員の状況】

 平成22年９月30日現在

従業員数(人) 7,757 [295] 

 平成22年９月30日現在

従業員数(人) 2,807 [189] 
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第２ 【事業の状況】 

(1) 生産実績 

当第２四半期連結会計期間における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりです。 

 
(注) １ 金額は平均販売価格によっています。 

２ 上記の金額に消費税等は含めていません。 

３ 調整額△1,144百万円は、セグメント間の内部振替額です。 
  

(2) 受注実績 

当社グループは、主として受注生産を行っていますが、一部見込み生産を行っています。 

 当第２四半期連結会計期間における受注状況をセグメントごとに示すと、次のとおりです。 

 
(注) １ 上記の金額には、消費税等は含めていません。 

２ 受注高の調整額△1,320百万円および受注残高の△1,156百万円は、それぞれセグメント間の内部振替額で

す。 
  

１ 【生産、受注及び販売の状況】

セグメントの名称 金額(百万円)
前年同四半期比（％）

日  本 11,599 ―

北  米 2,752 ―

欧  州 220 ―

南アジア 2,712 ―

東アジア 8,289 ―

小  計 25,573 ―

調整額（注３） △1,144 ―

合   計 24,429 ―

セグメントの名称 受注高(百万円) 受注残高(百万円)

 

前年同四半期比
（％）

前年同四半期比
（％）

日  本 13,620 ― 39,071 ―

北  米 3,684 ― 13,676 ―

欧  州 135 ― 277 ―

南アジア 2,356 ― 8,410 ―

東アジア 9,430 ― 40,082 ―

小  計 29,226 ― 101,518 ―

調整額（注２） △1,320 ― △1,156 ―

合  計 27,906 ― 100,361 ―
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(3) 販売実績 

当第２四半期連結会計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりです。 

 
(注) １ 相手先別の販売実績が、総販売実績に対し10％以上のものはありません。 

２ 上記の金額に消費税等は含めていません。 

３ 調整額△1,408百万円は、セグメント間の内部振替額です。 
  

当第２四半期連結会計期間における、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事

項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生、または前事業年度の有価証券報

告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。 

 なお、重要事象等は存在していません。 

  

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。 

  

文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社および連結子会

社）が判断したものであります。 

  
（１）業績の状況 

経営成績の状況 

当第２四半期連結会計期間の世界経済は、総じて緩やかな回復傾向を辿りましたが、中国や米国で

景気の減速基調が強まるなど、先行きの不透明感が高まりました。日本経済も、緩やかな回復が続き

ましたが、急速な円高の進行や海外経済の減速などにより輸出・生産の減速が鮮明となり、景気回復

の速度が鈍化しました。 

昇降機業界におきましては、中国市場で堅調な需要が継続した一方で、日本、北米、欧州の各市場で

は、建設市場が低迷する中、厳しい環境が続きました。 

このような情勢の下、当第２四半期連結会計期間における国内市場では、不動産市況の低迷が続き、

新設工事が減少した一方、既設のエレベータ・エスカレータに 新の制御システムを導入し、安全

性・経済性の向上やデザイン面での刷新を図るモダニゼーション事業では、商品メニューを一層拡充

し、順調に受注を伸ばしています。これにより、国内受注高は、127億45百万円（前年同四半期比

11.0％増）となりました。海外市場では北米および東アジアでの増加により、海外受注高は151億61

百万円（同14.0％増）となりました。以上により、当第２四半期連結会計期間の受注高は279億６百

セグメントの名称 金額(百万円)
前年同四半期比（％）

日  本 12,768 ―

北  米 2,742 ―

欧  州 209 ―

南アジア 2,338 ―

東アジア 8,270 ―

小  計 26,330 ―

調整額（注３） △1,408 ―

合   計 24,921 ―

２ 【事業等のリスク】

３ 【経営上の重要な契約等】

４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
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万円（同12.6％増）となりました。 

売上高は、国内売上高118億15百万円（同4.3％増）、海外売上高は北米、東アジアでの減少により、

131億５百万円（同16.1％減）となり、249億21百万円（同7.5％減）となりました。受注残高は、国

内では、新設工事が減少したものの、モダニゼーション工事の増加により、381億30百万円（前年度

末比2.4％増）、海外では前年度末並みとなり、622億31百万円（同0.0％減）となった結果、1,003億

61百万円（同0.9％増）となりました。 

損益面では、日本で大幅な改善となった一方、東アジアでの減益により、営業利益は11億74百万円

（前年同四半期比30.3％減）となりました。営業外収支は86百万円の損失となり、経常利益は10億87

百万円（同33.0％減）となりました。特別損益の純額は、米国連結子会社における貸倒損失、固定資

産売却益などで、６億97百万円の損失となりました。一方、税金費用が１億63百万円、少数株主利益

が１億39百万円、それぞれ減少した結果、四半期純利益は28百万円（同四半期比96.9％減）となりま

した。 

  
セグメントの業績は、次のとおりです。 

なお、第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準

第17号 平成21年３月27日）および「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業

会計基準適用指針第20号 平成20年３月21日）を適用しています。これによるセグメント区分は、前

連結会計年度の所在地別セグメント区分と変更がないため、前年同四半期比較を記載しています。 

  

（日本） 

売上高は、大型工事の完成もあり、127億68百万円 (前年同四半期比4.2％増)となりました。営業利

益は、原価低減の効果に加え、工事損失引当金の計上が減少したことなどで、４億15百万円（同２億

14百万円増）となりました。 

（北米） 

売上高は、新設工事の減少により、27億42百万円（前年同四半期比33.1％減）となり、営業損益は、

新設工事でコスト増があり、１億40百万円の営業損失（前年同四半期 営業利益40百万円）となりま

した。 

（欧州） 

売上高は、エスカレータ販売が減少し、２億９百万円（前年同四半期比75百万円減）となり、営業利

益は固定費の減少により、６百万円（同12百万円増）となりました。 

（南アジア） 

売上高は新設工事の減少により、23億38百万円（前年同四半期比6.7％減）となり、営業利益は、３

億91百万円（同31百万円増）となりました。 

（東アジア） 

中国での新設工事が縮小し、売上高は82億70百万円（前年同四半期比12.0％減）となり、営業利益

は、売上高の減少に伴い、６億42百万円（同３億66百万円減）となりました。 

  
財政状態の状況 

 当第２四半期連結会計期間末における総資産額は、1,002億99百万円となり、前連結会計年度末に

比べ108億円減少しました。これは主に、受取手形及び売掛金、商品及び製品ならびに仕掛品の減少

に加え、短期借入金の返済などで現金及び預金が減少したことによります。 

負債合計は、前連結会計年度末に比べ93億97百万円減少し、376億46百万円となりました。これは主

に、支払手形及び買掛金、短期借入金や前受金が減少したことによります。 

純資産額は、626億52百万円となり、前連結会計年度末に比べ14億３百万円減少しました。これは主

に、期末配当金の支払い、四半期純利益の計上により、利益剰余金が５億74百万円増加した一方、為

替換算調整勘定が11億39百万円およびその他有価証券評価差額金が５億11百万円、それぞれ減少した

ことによります。また、当第２四半期連結会計期間末の自己資本比率は58.3％（前連結会計年度末比

4.7ポイント増）となり、１株当たり純資産額は624.78円（同11.47円減）となりました。 
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（２）キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、70億15百万円となり、第１四半期連

結会計期間末比６億28百万円増加しました。 

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、20億57百万円の収入とな

り、前年同四半期比６億11百万円増加しました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が11億91百

万円および前受金が23億56百万円、それぞれ減少したことに対し、売上債権が38億63百万円減少した

ことによります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、１億84百万円の支出とな

り、前年同四半期比21億21百万円、支出が増加しました。これは主に、定期預金（期間が３ヵ月超）

の払戻による収入が22億13百万円減少したことによります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、９億15百万円の支出とな

り、前年同四半期比16億57百万円、支出が増加しました。これは主に、短期借入金の純増減額が14億

51百万円減少したことによります。 

  
（３）事業上および財務上の対処すべき課題 

当第２四半期連結会計期間において、事業上および財務上の対処すべき課題に重要な変更ならびに

新たに発生した課題はありません。 

なお、当社は財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、

その内容等（会社法施行規則第118条第３号に掲げる事項）は次のとおりです。 
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会社の支配に関する基本方針 

 １．基本方針の内容 

当社は昭和23年に創業以来、エレベータ、エスカレータ、動く歩道の専業メーカーとして、生産、

販売、保守の一貫した事業をグローバルに展開しています。 

当社グループは世界20の国と地域に10の生産拠点と多数の販売拠点を有し、連結経営時代に即応し

た全体 適を追求する業務執行体制によって、グローバルな相互連携を図りながら、地域に根ざした

経営を展開しています。また、グループ全体として、世界市場の多様なニーズに対応した商品の開発

を進める一方、各拠点でコスト、品質面で有利な部品等を相互に供給しあうグローバル生産・調達体

制を推進して、商品力の強化に努めています。 

「人と技術と商品を大切にして、新しい時代にふさわしい美しい都市機能を、世界の国々で世界の

人々と共に創ります。」という経営理念の下、持続的な成長と収益によって株主、顧客、ユーザー、

取引先、地域住民ならびに社員等当社グループすべてのステークホルダーの満足を追求し、高度な研

究開発力、生産技術、フィールド技術力を養成し、信頼される高品質な商品を納入するとともに、ト

ータルライフを通じて商品を維持し、グローバルな事業活動によって、世界の国々の産業振興と経済

発展に貢献し、世界の人々と文明、文化を相互理解し、共存共栄を図っていくことを目指していま

す。この理念を、当社グループ一丸となって実現することこそが当社の企業価値の源泉であり、当社

の企業価値および株主共同の利益を確保・向上させることにつながると考えています。 

 したがいまして、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上に反する当社株式の大規模買付行

為を行おうとする特定の者、あるいはグループは、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者

として不適切であると考えています。 

  
 ２．基本方針の実現に資する特別な取組み 

  (1)財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する取組み 

ａ．中期経営計画に基づく取組みについて 

当社グループは、会社の支配に関する基本方針の実現を目指し、平成22年４月から新しい中期

経営計画（One Goal, One Fujitec）をスタートさせました。 

新中期経営計画では、 

（ⅰ）グローバル、特にアジアを今後 も成長するエリアと位置付け、ポジションを高める。

（ⅱ）国内事業を構造改革し、新設事業の収益改善とアフターマーケットのポジションを高め

    る。 

（ⅲ）安全と品質を 優先に、顧客の信頼と期待に応えるために、人材の育成を強化する。 

という３つの経営ビジョンを掲げ、グローバル市場でのプレゼンスをより一層高め、企業価値の更

なる増大に努め、世界のステークホルダーから高い信頼を得る企業組織体へと進化することを経営

の方針の中核としています。 
  

ｂ．コーポレート・ガバナンスの強化について 

当社は、企業の社会的責任を果たし、株主、顧客、ユーザー、取引先、従業員などさまざまな

ステークホルダーから信頼されることが、事業活動において不可欠と考えております。また、コ

ーポレート・ガバナンスの充実・強化が経営上の重要課題であると認識し、公平かつ透明性のあ

る経営基盤の強化を図り、的確な意思決定と迅速な業務執行を行うよう努めています。 
  

（ⅰ）グループガバナンス体制の強化 

当社は、経営の透明性、客観性を確保し、監督機能を有する取締役会のチェック機能を強

化するために、業務の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離する執行役員制を採用し、

さらに変化の激しい経営環境に機敏に対応するために、取締役および執行役員の任期を１年

としています。また、取締役会から独立した監査役会を設置し、監査役の職務を円滑に遂行

するために監査役スタッフを監査役室に置いています。 
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（ⅱ）コンプライアンス体制の強化 

当社は、適正な企業活動を推進するために必要な法令および企業倫理等遵守の周知徹底を

図ることを目的として、「コンプライアンス委員会」を設置しています。当委員会では、毎

年「コンプライアンス・アクションプラン」を策定のうえ、コンプライアンス活動を推進し

ています。この活動の一環として、全社員に対する集合教育またはｅラーニングによるオン

デマンド教育を行うほか、職種・部門毎に適宜、講習会等を励行し、参考事例、関係法令等

の周知、啓蒙活動を行っています。なお、コンプライアンスに関する社内通報制度として

「コンプライアンス相談デスク」を開設しており、職制ラインによらずして各社員から直接

に相談、通報等を受けることのできる体制を採っており、これによって不正行為の未然防止

を図っています。 
  

（ⅲ）リスク管理体制の強化 

当社は、社長を委員長とする「リスクマネジメント委員会」を設置し、事業リスクの低減

と倫理・遵法、環境、品質問題など社会的に大きな影響を与えるリスクの根絶を目指し、リ

スクの早期発見とその対策に取り組んでいます。この下位組織として、「リスクマネジメン

ト運営委員会」を設置して、リスクマネジメントが全社的に機能するよう、情報の収集およ

び指導・管理を行い、企業を取り巻く潜在的なリスクに対して、迅速かつ的確な対処を行っ

ています。 
  

（ⅳ）内部統制の強化 

当社は、平成18年５月１日に施行された会社法に対応し、「内部統制基本方針」を取締役

会に於いて決議すると共に、この方針に基づいて当社グループの内部統制システムを構築

し、内部統制推進担当部門において内部統制活動を推進しています。 

また、平成20年４月１日以降「金融商品取引法」によって要求された「財務報告に係る内部

統制の評価及び監査」に対応するため、業務プロセスの見える化などを図り、内部統制シス

テムの整備を実施しています。 
  

(2)会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定 

   が支配されることを防止するための取組み 

当社は、平成22年６月25日開催の当社第63期定時株主総会において、株主の皆様のご承認をいただ

き、「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針」（大規模買付ルール）を定めております。 

この大規模買付ルールの概要は以下のとおりです。 
  

ア.大規模買付者に対する情報提供の要求と待機期間の設定 

 大規模買付ルールは、当社の企業価値・株主共同の利益を確保・向上させることを目的とし

て、当社の株券等の大規模買付行為が行われる場合に、当社取締役会が大規模買付行為を行おう

とする者に対し、（ⅰ）事前に当該大規模買付行為に関する必要かつ十分な情報の提供を求め、

（ⅱ）当該大規模買付行為についての情報収集・検討等を行う時間を確保したうえで、（ⅲ）当

社取締役会が株主の皆様に当社経営陣の計画や代替案等を提示したり、大規模買付者との交渉等

を行っていくための手続きを定めるとともに、かかる手続きの趣旨・目的を達成するために、特

定の株主グループに対し、大規模買付ルールに定める手続きが完了するまで大規模買付行為に着

手することをお待ちいただくことを要請します。 
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イ.独立委員会の設置と独立委員会への諮問 

 大規模買付ルールを適正に運用し、当社取締役会の恣意的判断を排するため、社外取締役、社

外監査役または社外の有識者（会社経営者、弁護士、公認会計士および学識経験者等）で当社経

営陣から独立した者のみから構成される独立委員会を設置しています。 

 大規模買付ルールにおいては、事前に定めた客観的発動要件が充足されなければ対抗措置が発

動されないように設定しております。 

 また、大規模買付者に対して追加の情報開示を要求する場合、取締役会検討期間の延長を決議

する場合、新株引受権の無償割当による対抗措置を採る場合など、大規模買付ルールにかかる重

大な判断に際しては、独立委員会に諮問することとし、当社取締役会は独立委員会の勧告を 大

限尊重しなければならないこととされており、当社の企業価値・株主共同の利益に資する範囲で

大規模買付ルールの透明な運営が行われる仕組みが確保されています。 
  

 ３．具体的な取組みに対する取締役会の判断およびその判断に係る理由 

当社では、以下の理由から、大規模買付ルールが会社支配に関する基本方針に沿うものであり、株

主共同の利益を損なうものではなく、会社役員の地位の維持を目的とするものでもないと考えており

ます。 
  

(1)買収防衛策に関する指針の要件を充足していること 

大規模買付ルールは、経済産業省および法務省が平成17年５月27日に発表した「企業価値・株主

共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（企業価値・株主共

同の利益の確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性の原則）を充足してい

ます。 

 また、平成20年６月30日付の企業価値研究会「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り

方」を勘案しております。 
  

(2)株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること 

大規模買付ルールは、当社株式に対する買付等がなされた際に、当該買付等に応じるべきか否か

を株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や時間を確保

したり、株主の皆様のために買付者等と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価

値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させるという目的をもって導入されているものです。 

大規模買付ルールによって、当社株主および投資家の皆様は、適切な投資判断を行うことができ

ますので、株主共同の利益を損なうものではなく、むしろその利益に資するものであると考えま

す。 
  

(3)株主意思を重視するものであること 

大規模買付ルールは、平成19年６月27日開催の当社第60期定時株主総会ならびに平成22年６月25

日開催の当社第63期定時株主総会において、株主の皆様のご賛同を得て、導入、継続しているもの

です。 

 また、当社取締役会は、一定の場合に、大規模買付ルールの発動について株主意思確認総会にお

いて株主の皆様の意思を確認することとされています。 

さらに、大規模買付ルールには、有効期間を約３年間とするいわゆるサンセット条項が付されて

おり、且つ、その有効期間の満了前であっても、当社株主総会において上記の委任決議を撤回する

旨の決議が行われた場合には、大規模買付ルールはその時点で廃止されることになります。その意

味で、大規模買付ルールの消長およびその内容には、株主の皆様のご意思が反映されることとなっ

ています。 
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(4)独立委員会の設置による当社取締役会判断の客観性および合理性の担保 

当社は、大規模買付ルールの導入にあたり、発動等の運用に際して当社取締役会の恣意的判断を

排除するために、独立委員会を設置しました。 

 独立委員会は、当社の業務執行を行う経営陣から独立している社外の有識者委員３名により構成

されます。 

取締役会は独立委員会の判断を 大限尊重しなければならないこととされており、当社の企業価

値・株主共同の利益に資する範囲で大規模買付ルールの透明な運営が行われる仕組みが確保されて

います。 
  

(5)合理的な客観的発動要件の設定 

大規模買付ルールは、あらかじめ定められた合理的な客観的発動要件が充足されなければ発動さ

れないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保し

ているものといえます。 
  

(6)当社取締役の任期の短縮 

当社は、既に株主総会におけるご承認を得て、取締役の任期を１年に短縮しております。 

 したがいまして、株主の皆様は、毎年の取締役の選任を通じても、大規模買付ルールにつき、そ

のご意向を反映できるようになっております。 
  

(7)デッドハンド型やスローハンド型買収防衛策ではないこと 

大規模買付ルールは、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により廃止する

ことができるものとされており、当社の株券等を大量に買付けた者が、当社株主総会で取締役を指

名し、かかる取締役で構成される取締役会により、大規模買付ルールを廃止することが可能です。

したがいまして、大規模買付ルールは、デッドハンド型買収防衛策ではありません。また、当社は

期差任期制を採用していないため、大規模買付ルールはスローハンド型買収防衛策でもありませ

ん。 

  
（４）研究開発活動 

当第２四半期連結会計期間における研究開発費の総額は、日本を中心に３億47百万円であります。

 なお、当第２四半期連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はあ

りません。 

  
（５）資本の財源および資金の流動性についての分析 

当社グループは、運転資金および設備投資資金については、内部資金または借入により調達してい

ます。このうち、運転資金の借入による調達は、期限が一年以内の短期借入金で、各々の連結会社が

運転資金として使用する現地通貨で調達することが一般的であります。平成22年９月30日現在、短期

借入金残高は25億82百万円であります。これに対して、生産設備などの長期資金の借入による調達

は、原則として、長期借入金で行っています。平成22年９月30日現在、長期借入金残高（１年以内返

済予定の長期借入金を含む）は46億15百万円であり、円および米ドルによる借入であります。 

 当社グループは、営業活動から得られるキャッシュ・フローおよび借入、必要に応じて資本市場等

よりの調達により、当社グループの成長を維持するために将来必要な運転資金および生産設備などの

長期資金を調達することが可能と考えています。 

 なお、当社は現在、社債発行枠が100億円の発行登録を継続しています。  
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第３ 【設備の状況】 

(1) 主要な設備の状況 

当第２四半期連結会計期間において、重要な異動はありません。 

  

  

  

(2) 設備の新設、除却等の計画 

当第２四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。 
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第４ 【提出会社の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

 
  

② 【発行済株式】 

 
  

(2) 【新株予約権等の状況】 

    該当事項はありません。 

  

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】 

    該当事項はありません。 

  

(4) 【ライツプランの内容】 

    該当事項はありません。 

  

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

 
  

１ 【株式等の状況】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 300,000,000

計 300,000,000

種類
第２四半期会計期間 
末現在発行数(株) 
(平成22年９月30日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成22年11月12日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 93,767,317 93,767,317 

東京証券取引所
（市場第一部） 
大阪証券取引所 
（市場第一部）

単元株式数は1,000株

計 93,767,317 93,767,317 ― ―

年月日
発行済株式 
総数増減数 
(千株)

発行済株式
総数残高 
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金 
増減額 
(百万円)

資本準備金
残高 

(百万円)

平成22年７月１日 
～平成22年９月30日 

― 93,767 ― 12,533 ― 14,565 
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(6) 【大株主の状況】 

平成22年９月30日現在 

 
(注) 次の法人から金融商品取引法に基づく大量保有（変更）報告書の提出があり、次のとおり株式を保有している

旨報告を受けていますが、当第２四半期会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができないため、上記

大株主の状況には含めていません。 

大量保有（変更）報告書の内容は次のとおりです。 

 
  

氏名又は名称 住  所
所有株式数 
(千株)

発行済株式
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％)

シティグループ グローバル 
マーケッツ インク－セキュリ
ティーズ セーフキーピング 
アカウント ４１８ 
（常任代理人 シティバンク銀
行株式会社） 

388 GREENWICH STREET NEW YORK，NY
10013 U.S.A. 
（東京都品川区東品川二丁目３番14号） 

13,852 14.77 

株式会社 
ウチヤマ・インターナショナル 

大阪府茨木市庄一丁目28番10号 10,025 10.69 

富士電機ホールディングス株式
会社 

川崎市川崎区田辺新田１番１号 5,089 5.42 

クレディット スイス アーゲ
ー チューリッヒ 
（常任代理人 株式会社三菱東
京UFJ銀行決済事業部） 

UETLIBERGSTRASSE 231 P.O.BOX  
600 CH-8070 ZURICH SWITZERLAND 
（東京都千代田区丸の内二丁目７番１号） 

4,721 5.03 

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社（信託口） 

東京都港区浜松町二丁目11番３号 4,502 4.80 

株式会社りそな銀行 大阪市中央区備後町二丁目２番１号 4,203 4.48 

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社（信託口４） 

東京都中央区晴海一丁目８番11号 3,127 3.33 

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社（信託口） 

東京都中央区晴海一丁目８番11号 2,474 2.63 

メロン バンク トリーティー
クライアンツ オムニバス 
（常任代理人 株式会社みずほ
コーポレート銀行決済営業部） 

ONE BOSTON PLACE BOSTON, MA 02108,
U.S.A. 
（東京都中央区月島四丁目16番13号） 

2,302 2.45 

株式会社みずほコーポレート銀
行 

東京都千代田区丸の内一丁目３番３号 1,989 2.12 

計 ― 52,285 55.76 

氏名又は名称 住  所
所有株式数
(千株)

発行済株式 
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％)

報告義務発生日

リバーバンク・ホールディ
ングス・コーポレーション 
他１社 

Corporation Trust Center, 
1209 Orange Street, 
Wilmington, Delaware 19801, 
U.S.A. 

18,252 19.47 平成20年12月24日

株式会社りそな銀行 
他１社 

大阪市中央区備後町二丁目２番１
号 7,676 8.19 平成21年４月15日

ジーエルジー・パートナー
ズ・インターナショナル・
リミテッド 

英国 ロンドン市 プリムローズ
ストリート エクスチェンジハウ
ス９階 ＥＣ２Ａ ２ＥＦ 

4,104 4.38 平成21年４月15日

ダルトン・インベストメン
ツＬＬＣ 

カリフォルニア州90025、ロサンゼ
ルス市ウィルシャー・ブルヴァー
ド12424、スイート600 

3,869 4.13 平成20年２月12日

トゥイーディー・ブラウ
ン・カンパニーＬＬＣ 

10022 ニューヨーク州 ニューヨ
ーク市 パークアベニュー350 3,727 3.97 平成20年12月31日

アクサ・ローゼンバーグ証
券投信投資顧問株式会社 

東京都港区白金一丁目17番３号 3,717 3.96 平成22年４月30日

モルガン・スタンレー証券
株式会社他７社 

東京都渋谷区恵比寿四丁目20番３
号 3,378 3.60 平成20年２月15日
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(7) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成22年９月30日現在 

 
(注) １ 「完全議決権株式(その他)」の欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株含まれています。

また、「議決権の数」欄に、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数１個が含まれています。 

２ 「単元未満株式」の欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が500株および当社所有の自己株式235株

が含まれています。 

  

② 【自己株式等】 

平成22年９月30日現在 

 
  

【当該四半期累計期間における月別 高・ 低株価】 

 
(注)   高・ 低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものです。 

  

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はありませ

ん。 

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ― 

議決権制限株式(その他) ― ― ― 

完全議決権株式(自己株式等)
（自己保有株式）
普通株式 

190,000
― ― 

完全議決権株式(その他) 
普通株式 

93,267,000
93,267 ― 

単元未満株式 
普通株式 

310,317
― 一単元(1,000株)未満の株式

発行済株式総数 93,767,317 ― ― 

総株主の議決権 ― 93,267 ― 

所有者の氏名 
または名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 

(株)

他人名義
所有株式数 

(株)

所有株式数 
の合計 
(株)

発行済株式総数
に対する所有 

株式数の割合(％)

（自己保有株式） 
フジテック株式会社 

滋賀県彦根市宮田町591番
地１ 190,000 ― 190,000 0.20 

計 ― 190,000 ― 190,000 0.20 

２ 【株価の推移】

月別
平成22年 
４月

 
５月

 
６月

 
７月

 
８月

 
９月

高(円) 614 549 510 474 454 436 

低(円) 520 457 452 430 385 382 

３ 【役員の状況】
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第５ 【経理の状況】 

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成

19年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しています。 

前第２四半期連結会計期間(平成21年７月１日から平成21年９月30日まで)及び前第２四半期連結累計期

間(平成21年４月１日から平成21年９月30日まで)は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第２

四半期連結会計期間(平成22年７月１日から平成22年９月30日まで)及び当第２四半期連結累計期間(平成

22年４月１日から平成22年９月30日まで)は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成していま

す。 

  

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第２四半期連結会計期間(平成21年７月

１日から平成21年９月30日まで)及び前第２四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年９月30日

まで)に係る四半期連結財務諸表については、大阪監査法人による四半期レビューを受け、当第２四半期

連結会計期間(平成22年７月１日から平成22年９月30日まで)及び当第２四半期連結累計期間(平成22年４

月１日から平成22年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表については、太陽ＡＳＧ有限責任監査法人

による四半期レビューを受けています。 

  

１  四半期連結財務諸表の作成方法について

２  監査証明について
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１【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 19,273 21,277

受取手形及び売掛金 24,874 30,090

商品及び製品 2,210 3,228

仕掛品 2,897 4,167

原材料及び貯蔵品 5,245 5,057

その他 3,537 3,280

貸倒引当金 △462 △412

流動資産合計 57,576 66,690

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） ※１  19,295 ※１  19,312

機械装置及び運搬具（純額） ※１  2,231 ※１  2,386

工具、器具及び備品（純額） ※１  1,393 ※１  1,461

土地 6,832 6,850

リース資産（純額） ※１  19 ※１  26

建設仮勘定 781 1,043

有形固定資産合計 30,555 31,081

無形固定資産   

のれん 919 1,006

その他 2,078 2,275

無形固定資産合計 2,998 3,282

投資その他の資産   

投資有価証券 4,925 5,808

長期貸付金 1,921 1,923

その他 2,504 2,507

貸倒引当金 △182 △193

投資その他の資産合計 9,169 10,045

固定資産合計 42,722 44,409

資産合計 100,299 111,099
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 10,384 11,846

短期借入金 2,582 5,471

1年内返済予定の長期借入金 1,013 1,071

未払法人税等 620 1,025

賞与引当金 572 1,304

工事損失引当金 2,631 2,792

その他の引当金 338 304

前受金 6,279 7,751

その他 4,052 6,065

流動負債合計 28,475 37,634

固定負債   

長期借入金 3,601 3,612

退職給付引当金 4,574 4,261

その他 993 1,535

固定負債合計 9,170 9,409

負債合計 37,646 47,043

純資産の部   

株主資本   

資本金 12,533 12,533

資本剰余金 14,565 14,565

利益剰余金 49,802 49,228

自己株式 △127 △126

株主資本合計 76,774 76,201

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 323 834

繰延ヘッジ損益 3 0

為替換算調整勘定 △18,636 △17,496

評価・換算差額等合計 △18,309 △16,661

少数株主持分 4,187 4,516

純資産合計 62,652 64,056

負債純資産合計 100,299 111,099
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 49,068 49,585

売上原価 40,973 40,048

売上総利益 8,095 9,537

販売費及び一般管理費 ※１  7,460 ※１  7,252

営業利益 634 2,284

営業外収益   

受取利息 284 115

受取配当金 144 75

助成金収入 － 101

その他 306 152

営業外収益合計 736 444

営業外費用   

支払利息 166 89

為替差損 107 167

その他 85 136

営業外費用合計 360 394

経常利益 1,010 2,334

特別利益   

固定資産売却益 3 570

その他 4 1

特別利益合計 7 572

特別損失   

固定資産除売却損 46 7

貸倒損失 － 906

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 16

その他 4 91

特別損失合計 50 1,022

税金等調整前四半期純利益 966 1,883

法人税、住民税及び事業税 488 651

過年度法人税等戻入額 － △284

法人税等調整額 △55 △72

法人税等合計 432 294

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,588

少数株主利益 457 452

四半期純利益 76 1,135
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【第２四半期連結会計期間】 

（単位：百万円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 26,943 24,921

売上原価 21,530 20,009

売上総利益 5,413 4,911

販売費及び一般管理費 ※１  3,729 ※１  3,737

営業利益 1,683 1,174

営業外収益   

受取利息 69 39

受取配当金 51 0

助成金収入 － 26

その他 135 20

営業外収益合計 256 86

営業外費用   

支払利息 42 35

為替差損 217 71

事務所移転費用 － 37

その他 57 29

営業外費用合計 317 173

経常利益 1,623 1,087

特別利益   

固定資産売却益 1 301

その他 4 2

特別利益合計 5 303

特別損失   

固定資産除売却損 43 2

貸倒損失 － 906

その他 4 91

特別損失合計 47 1,000

税金等調整前四半期純利益 1,581 389

法人税、住民税及び事業税 314 319

過年度法人税等戻入額 － △284

法人税等調整額 25 142

法人税等合計 340 177

少数株主損益調整前四半期純利益 － 212

少数株主利益 323 184

四半期純利益 917 28
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 966 1,883

減価償却費 1,083 1,167

賞与引当金の増減額（△は減少） △405 △715

工事損失引当金の増減額（△は減少） 1,744 △108

売上債権の増減額（△は増加） △1,806 3,571

たな卸資産の増減額（△は増加） 3 1,840

仕入債務の増減額（△は減少） 206 △1,160

前受金の増減額（△は減少） 2,120 △1,273

有形固定資産除売却損益（△は益） － △562

貸倒損失 － 906

その他 △679 △701

小計 3,234 4,849

法人税等の支払額 △424 △728

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,809 4,121

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △3,784 △2,528

定期預金の払戻による収入 4,703 3,146

有形固定資産の取得による支出 △1,758 △2,125

有形固定資産の売却による収入 － 571

利息及び配当金の受取額 447 154

その他 △24 △46

投資活動によるキャッシュ・フロー △415 △828

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △2,424 △2,816

長期借入れによる収入 140 －

長期借入金の返済による支出 △63 △64

利息の支払額 △173 △70

配当金の支払額 △468 △561

少数株主への配当金の支払額 △280 △335

少数株主持分の買取による支出 △811 －

その他 △25 △6

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,107 △3,854

現金及び現金同等物に係る換算差額 587 △260

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,126 △822

現金及び現金同等物の期首残高 9,388 7,839

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 856 －

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 － △1

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,118 7,015
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】 

 
  

【表示方法の変更】 

 
  

 
  

【簡便な会計処理】 

(自 平成22年４月１日 
至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間

１ 連結の範囲に関する事項の変更 

(1) 連結の範囲の変更 

フジテック ベトナム CO.,LTD.（ベトナム）は重要性に乏しいため、当第２四半期連結会計期間より、連結

の範囲から除外しています。 

(2) 変更後の連結子会社の数 

   17社 

２ 会計処理基準に関する事項の変更 

資産除去債務に関する会計基準の適用 

 第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）および「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）

を適用しています。 

この変更による当第２四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表に及ぼす影響は軽微であります。 

 

(自 平成22年４月１日 
至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間

（四半期連結損益計算書関係） 

１ 「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等規則等 

 の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用により、当第２四半期連結累計期間 

 では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しています。 

２ 前第２四半期連結累計期間において、営業外収益の「その他」に含めていた「助成金収入」（119百万円）は、 

 営業外収益総額の100分の20を超えたため、当第２四半期連結累計期間では区分掲記しています。 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

１ 前第２四半期連結累計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「有 

 形固定資産除売却損益」（43百万円）は、金額の重要性が増したため、当第２四半期連結累計期間では区分掲記 

 しています。 

２ 前第２四半期連結累計期間において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「有 

 形固定資産の売却による収入」（22百万円）は、金額の重要性が増したため、当第２四半期連結累計期間では区 

 分掲記しています。 

 

(自 平成22年７月１日 
至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間

（四半期連結貸借対照表関係） 

前第２四半期連結会計期間において、流動負債の「その他」に含めていた「前受金」（8,501百万円）は、重要性

が増したため、当第２四半期連結会計期間では区分掲記しています。 

（四半期連結損益計算書関係） 

１ 「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等規則等 

 の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用により、当第２四半期連結会計期間 

 では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しています。 

２ 前第２四半期連結会計期間において、営業外収益の「その他」に含めていた「助成金収入」（57百万円）は、 

 営業外収益総額の100分の20を超えたため、当第２四半期連結会計期間では区分掲記しています。 

３ 前第２四半期連結会計期間において、営業外費用の「その他」に含めていた「事務所移転費用」（２百万円） 

 は、営業外費用総額の100分の20を超えたため、当第２四半期連結会計期間では区分掲記しています。 

 

(自 平成22年４月１日 
至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間

 固定資産の減価償却費の算定方法 

当社は固定資産の合理的な予算制度に基づく年間償却予定額を、期間按分する方法により算定しています。 
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【注記事項】 

(四半期連結貸借対照表関係) 

 
  

(四半期連結損益計算書関係) 

第２四半期連結累計期間 

 
  

第２四半期連結会計期間 

 
  

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

当第２四半期連結会計期間末 
(平成22年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成22年３月31日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 17,608百万円 

 ２ 受取手形割引高          39百万円 

 ３ 保証債務 

   連結会社以外の会社の金融機関からの借入に対 

   し、次のとおり債務保証を行っています。 

   フジテック エジプトCO.,LTD.    2百万円 

 

 

 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 16,902百万円 

 ２ 受取手形割引高          42百万円 

 ３ 保証債務 

   連結会社以外の会社の金融機関からの借入に対 

   し、次のとおり債務保証を行っています。 

   フジテック エジプトCO.,LTD.    3百万円 

 

 

 

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日   
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日   
至 平成22年９月30日)

 ※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目および
    金額は、次のとおりです。 
  
    給料手当        2,972百万円 
    賞与引当金繰入額     139百万円 
    退職給付費用       189百万円 
    貸倒引当金繰入額     169百万円 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目および
    金額は、次のとおりです。 
  
    給料手当        3,061百万円 
    賞与引当金繰入額     170百万円 
    退職給付費用       230百万円 
    貸倒引当金繰入額     104百万円 

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日   
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年７月１日   
至 平成22年９月30日)

 ※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目および
    金額は、次のとおりです。 
  
    給料手当        1,492百万円 
    賞与引当金繰入額     107百万円 
    退職給付費用        94百万円 
    貸倒引当金繰入額      59百万円 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目および
    金額は、次のとおりです。 
  
    給料手当        1,511百万円 
    賞与引当金繰入額      93百万円 
    退職給付費用       135百万円 
    貸倒引当金繰入額     118百万円 

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日   
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日   
至 平成22年９月30日)

 現金及び現金同等物の当第２四半期連結累計期間

末残高と当第２四半期連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係（平成21年９月30日現在） 

   

現金及び預金 20,760百万円

預入期間が３か月超の定期預金 △11,642 〃 

現金及び現金同等物 9,118百万円

 現金及び現金同等物の当第２四半期連結累計期間

末残高と当第２四半期連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係（平成22年９月30日現在） 

 

現金及び預金 19,273百万円

預入期間が３か月超の定期預金 △12,257 〃 

現金及び現金同等物 7,015百万円
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(株主資本等関係) 

当第２四半期連結会計期間末(平成22年９月30日)および 

当第２四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年９月30日) 

１  発行済株式の種類及び総数 

 
  

２  自己株式の種類及び株式数 

 
  

３  配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

(2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の

効力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの 

株式の種類
当第２四半期
連結会計期間末

普通株式（千株） 93,767 

株式の種類
当第２四半期
連結会計期間末

普通株式（千株） 190 

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年６月25日 
定時株主総会 

普通株式 561 6.00 平成22年３月31日 平成22年６月28日 利益剰余金

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年11月５日 
取締役会 

普通株式 467 5.00 平成22年９月30日 平成22年12月１日 利益剰余金
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(セグメント情報等) 

【事業の種類別セグメント情報】 

当企業集団はエレベータ、エスカレータ、動く歩道の生産、販売、据付、保守を一貫して行う専業メー

カーとして、単一の事業活動を営んでいるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しています。

  

【所在地別セグメント情報】 

前第２四半期連結会計期間(自  平成21年７月１日  至  平成21年９月30日) 

  

 
(注) １ 国または地域の区分は、地理的近接度によっています。 

   ２ 日本以外の区分に属する主な国または地域 

     (1)北米………………米国、カナダ 

     (2)欧州………………英国、ドイツ 

     (3)南アジア…………シンガポール、インドネシア 

     (4)東アジア…………中国、香港、台湾、韓国 

  

前第２四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年９月30日) 

  

 
日本 
  

(百万円)

北米 
  

(百万円)

欧州
  

(百万円)

南アジア
  

(百万円)

東アジア
  

(百万円)

計
  

(百万円)

消去または
全社 

(百万円)

連結
  

(百万円)

Ⅰ 売上高及び営業損益     

売上高     

(1) 外部顧客に 
対する売上高 11,359 4,092 284 2,464 8,741 26,943 ― 26,943 

(2) セグメント間の 
内部売上高 896 8 0 41 655 1,603 (1,603) ―

計 12,256 4,101 285 2,506 9,397 28,546 (1,603) 26,943 

営業利益または 
営業損失（△） 201 40 △6 359 1,009 1,604 78 1,683 

 
日本 
  

(百万円)

北米 
  

(百万円)

欧州
  

(百万円)

南アジア
  

(百万円)

東アジア
  

(百万円)

計
  

(百万円)

消去または
全社 

(百万円)

連結
  

(百万円)

Ⅰ 売上高及び営業損益     

売上高     

(1) 外部顧客に 
対する売上高 21,702 8,056 551 4,796 13,961 49,068 ― 49,068 

(2) セグメント間の 
内部売上高 1,531 12 3 101 1,408 3,056 (3,056) ―

計 23,233 8,068 555 4,897 15,370 52,125 (3,056) 49,068 

営業利益または 
営業損失（△） 

△1,572 117 △2 697 1,410 650 (15) 634 

― 25 ―



  

(注) １ 国または地域の区分は、地理的近接度によっています。 

   ２ 日本以外の区分に属する主な国または地域 

     (1)北米………………米国、カナダ 

     (2)欧州………………英国、ドイツ 

     (3)南アジア…………シンガポール、インドネシア 

     (4)東アジア…………中国、香港、台湾、韓国 

   ３ 会計処理方法の変更 

 (前第２四半期連結累計期間) 

       完成工事高及び完成工事原価の計上基準 

       「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」２に記載のとおり、請負工事に 

    係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用していましたが、第１四半期連結会計 

    期間より、「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）および「工事 

    契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を適用し、 

    第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、第２四半期連結会計期間末までの進捗部分につい 

    て成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法） 

    を、その他の工事については工事完成基準を適用しています。この変更に伴い、従来と同一の基準に 

    よった場合に比べ、「日本」の売上高は2,254百万円増加し、営業損失は580百万円増加しています。 

  

【海外売上高】 

前第２四半期連結会計期間(自  平成21年７月１日  至  平成21年９月30日) 

  

 
  

前第２四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年９月30日) 

  

 
(注) １ 国または地域の区分は、地理的近接度によっています。 

   ２ 各区分に属する主な国または地域 

     (1)北南米……………米国、カナダ、アルゼンチン、ベネズエラ 

     (2)南アジア…………シンガポール、フィリピン、マレーシア 

     (3)東アジア…………中国、香港、台湾、韓国 

     (4)その他の地域……欧州、中近東 

   ３ 海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高です。 

 北南米 南アジア 東アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 4,127 2,464 8,418 605 15,615 

Ⅱ 連結売上高(百万円)  26,943 

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 15.3 9.2 31.2 2.3 58.0 

 北南米 南アジア 東アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 8,137 4,796 13,217 1,272 27,424 

Ⅱ 連結売上高(百万円)  49,068 

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 16.6 9.8 26.9 2.6 55.9 
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【セグメント情報】 

１  報告セグメントの概要 

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であ

り、当社取締役会が、経営資源の配分の決定および業績を評価するために、定期的に検討を行う対象とな

っているものであります。 

当社グループは、主にエレベータ、エスカレータ等の生産・販売・据付・保守を行っており、国内におい

ては当社が、海外においては北米（米国、カナダ）、欧州（英国、ドイツ）、南アジア（主にシンガポー

ル）、東アジア（中国、香港、台湾、韓国）の各地域を、それぞれ独立した現地法人が担当しており、取

り扱う製品について各地域の包括的な戦略を立案し、事業を展開しています。 

したがって、当社グループは、生産・販売・据付・保守の一貫体制を基礎とした地域別のセグメントから

構成されており、「日本」、「北米」、「欧州」、「南アジア」、「東アジア」の５つを報告セグメント

としています。 

  

２  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第２四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年９月30日) 

 
（注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額△138百万円には、セグメント間取引消去△68百万円、のれんの 

償却額△46百万円およびたな卸資産の調整額△22百万円が含まれています。 

   ２．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。 

  

   （単位：百万円）

 

報告セグメント

調整額 
(注１)

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注２)日本 北米 欧州 南アジア 東アジア 計

売 上 高     

外部顧客への売上高 23,785 5,953 369 4,810 14,665 49,585 ― 49,585 

セグメント間の内部 
売上高又は振替高 1,598 14 0 58 810 2,483 △2,483 ―

計 25,384 5,968 370 4,869 15,475 52,068 △2,483 49,585 

セグメント利益又は 
損失（△） 275 △150 12 763 1,521 2,422 △138 2,284 
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当第２四半期連結会計期間(自  平成22年７月１日  至  平成22年９月30日) 

 
（注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額△141百万円には、セグメント間取引消去△104百万円、のれんの 

償却額△23百万円およびたな卸資産の調整額△14百万円が含まれています。 

   ２．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。 

  

(追加情報) 

第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号 平

成21年３月27日)および「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第

20号 平成20年３月21日)を適用しています。 

  

(１株当たり情報) 

１  １株当たり純資産額 

 
  

(注)  １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりです。 

 
  

   （単位：百万円）

 

報告セグメント

調整額 
(注１)

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注２)日本 北米 欧州 南アジア 東アジア 計

売 上 高     

外部顧客への売上高 11,854 2,733 209 2,331 7,792 24,921 ― 24,921 

セグメント間の内部 
売上高又は振替高 913 8 △0 7 478 1,408 △1,408 ―

計 12,768 2,742 209 2,338 8,270 26,330 △1,408 24,921 

セグメント利益又は 
損失（△） 415 △140 6 391 642 1,315 △141 1,174 

当第２四半期連結会計期間末 
(平成22年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成22年３月31日)

１株当たり純資産額  

 624.78円
 

１株当たり純資産額

636.25円

 
当第２四半期連結会計期間末

(平成22年９月30日)
前連結会計年度末
(平成22年３月31日)

純資産の部の合計額 (百万円) 62,652 64,056 

純資産の部の合計額から控除する金額 (百万円) 4,187 4,516 

（うち少数株主持分） (百万円) (4,187) (4,516)

普通株式に係る四半期連結会計期間末
（連結会計年度末）の純資産額 

(百万円) 58,464 59,539 

１株当たり純資産額の算定に用いられ
た四半期連結会計期間末（連結会計年
度末）の普通株式の数 

(千株) 93,577 93,578 
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２  １株当たり四半期純利益金額等 

第２四半期連結累計期間 

 
（注）１．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していません。 

   ２．１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりです。  

 
  

第２四半期連結会計期間 

 
（注）１．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していません。 

   ２．１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりです。  

 
  

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 

  

平成22年11月５日開催の取締役会において、第64期中間配当について、次のとおり決議しました。 

(1)中間配当による配当金の総額           467百万円 

(2)１株当たり金額                  ５円00銭 

(3)支払請求権の効力発生日および支払開始日  平成22年12月１日 

(注)平成22年９月30日現在の株主名簿に記載または記録された株主に対し、支払いを行います。 

(自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日) 

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日 
至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間

 
１株当たり四半期純利益金額 0.82円

 
 

 
１株当たり四半期純利益金額 12.14円

項目  (自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日) 

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日 
至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間

四半期純利益金額 (百万円) 76 1,135 

普通株主に帰属しない金額 (百万円) ― ―

普通株式に係る四半期純利益金額 (百万円) 76 1,135 

普通株式の期中平均株式数 (千株) 93,584 93,578 

(自 平成21年７月１日 
至 平成21年９月30日) 

前第２四半期連結会計期間
(自 平成22年７月１日 
至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間

 
１株当たり四半期純利益金額 9.80円

 
 

 
１株当たり四半期純利益金額 0.31円

項目  (自 平成21年７月１日 
至 平成21年９月30日) 

前第２四半期連結会計期間
(自 平成22年７月１日 
至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間

四半期純利益金額 (百万円) 917 28 

普通株主に帰属しない金額 (百万円) ― ―

普通株式に係る四半期純利益金額 (百万円) 917 28 

普通株式の期中平均株式数 (千株) 93,583 93,577 

２ 【その他】
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。 
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平成21年11月５日

フジテック株式会社 

取締役会 御中 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているフ

ジテック株式会社の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間

（平成21年７月１日から平成21年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成

21年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書

及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作

成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明するこ

とにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビ

ューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公

正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行

われた。 

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、フジテック株式会社及び連結子会社の平成

21年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計

期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じ

させる事項がすべての重要な点において認められなかった。 

  
追記情報 

四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載の通り、会社は第１四半期連結会

計期間より工事契約に関する会計基準及び工事契約に関する会計基準の適用指針を適用している。 

  
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  
以  上 

  

 
  

独立監査人の四半期レビュー報告書

大阪監査法人

代表社員 
業務執行社員

公認会計士  宮  本  富  雄  印 

代表社員 
業務執行社員

公認会計士  太  田    励   印 

業務執行社員 公認会計士  木  下  隆  志  印 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期

報告書提出会社)が別途保管しております。 

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。 

 



  
平成22年11月８日

フジテック株式会社 

取締役会  御中 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているフ

ジテック株式会社の平成22年４月１日から平成23年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間

(平成22年７月１日から平成22年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成22年４月１日から平成22

年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及

び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成

責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明すること

にある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビ

ューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公

正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行

われた。 

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、フジテック株式会社及び連結子会社の平成

22年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシ

ュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかっ

た。 

  
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  
以  上 

  

 
  

独立監査人の四半期レビュー報告書

太陽ＡＳＧ有限責任監査法人

指定有限責任社員 
業務執行社員 

公認会計士    山  田  茂  善  印 

指定有限責任社員 
業務執行社員 

公認会計士    高  木   勇      印 

指定有限責任社員 
業務執行社員 

公認会計士    岡  本  伸  吾    印 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期

報告書提出会社)が別途保管しております。 

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。 

 



 
  

【表紙】 

【提出書類】 確認書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の８第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成22年11月12日 

【会社名】 フジテック株式会社 

【英訳名】 FUJITEC CO.,LTD. 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  内 山 高 一 

【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。 

【本店の所在の場所】 滋賀県彦根市宮田町591番地１ 

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 

  (東京都中央区日本橋兜町２番１号) 

 株式会社大阪証券取引所 

  (大阪市中央区北浜一丁目８番16号) 

 フジテック株式会社 東京本社 

  (東京都港区三田三丁目９番６号) 



当社代表取締役社長 内山高一は、当社の第64期第２四半期(自 平成22年７月１日 至 平成22年９

月30日)の四半期報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたし

ました。 

  

特記すべき事項はありません。 

  

１ 【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

２ 【特記事項】
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